
活 動 の 歩 み

研 修 内 容

島 田 直 行
し ま だ な お ゆ き

弁護士

近年、労働事件はますます複雑化・多様化しており、一つの専門家だけでは解決が

難しいケースが増えています。

このような時代だからこそ、法律の専門家である弁護士と、現場の実務に精通した

社労士の先生がより密接に連携することが不可欠となります。

本研修では、⾧年、企業側の労働問題に特化して活動してきた経験に基づき、弁護

士と社労士の先生がいかにして一つの問題を解決していくべきか、その具体的な協

働モデルを提示します。

事案に応じた両者の役割分担、協働によって生まれる相乗効果などについて、具体

的な事例を交えながら分かりやすく解説します。

山口県下関市出身。京都大学法学部卒。

企業法務に特化した弁護士として幅広い業界・業種の法務

サポートに従事。

特に中小企業における問題社員への対策、ハラスメント、

労働問題など「ひとの問題」を中心に取り扱う。

基本姿勢は訴訟に頼らないソフトな解決であり、交渉や心

理的アプローチを活用し、現場で即実践できる対応策を提

案するのが強み。

著書に「知識ゼロからの問題社員のトラブル解決 円満退

職のすすめ方」（幻冬舎）、

「社労士のための労働事件 思考の展開図」（日本法令）

などがある。
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